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 下表の「特定管理組合」の対象となるマンションは、平成 19 年 3 月末日までに当協会に登録（平成 19 年 3 月末日までに事前登録されたﾏﾝｼｮﾝで

平成 19 年 4 月以降に登録されるものを含む。）されたものに限ります。 

特定管理組合（注） 一般管理組合 

保証金額 10 万円につき 2,701 円 
（一般管理組合より約 9.6％割引） 

保証金額 10 万円につき
2.986 円 

（参考） 

次の管理組合も特定管理組合になります。 

①住宅金融支援機構の「ﾏﾝｼｮﾝすまい・る債積立」の管理組合 

②ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰの未来ネットに登録の管理組合  
 

住住 宅宅 性性 能能 評評 価価 (( 既既 存存 住住 宅宅 )) のの 手手 続続 きき にに 活活 用用   

 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度です。既存住宅を対象とした制度は平成 14 年 12 月から実施されました。 

ﾏﾝｼｮﾝなどでは、設備や階段・廊下などの共用部分も適時・適切な検査を受けることで、ﾏﾝｼｮﾝの適正な管理を支援していくことが目的の一つとされて

います。（詳しくは、国土交通省のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。） 

【住宅性能評価（既存住宅）の概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅性能評価（既存住宅）の申請から交付 登録証明書の活用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当協会から交付を受けた「ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟﾗｽﾏﾝｼｮﾝ要件等適合証明書」等を提出する

と左欄に掲載の管理規約、長期修繕計画、収支予算決算書、法定点検報告書

の提示が省略。 

 

 

「適切な維持管理に関する計画等」の有無を提出された「ﾘ･ﾕｰｽﾌﾟﾗｽﾏﾝｼｮﾝ要件

等適合証明書」等などにより確認。 

 
 

 

 

「適切な維持管理に関する計画等」が認められたものは、総合判定では、それを踏

まえて行われる。（例えば、適切な維持管理のﾏﾝｼｮﾝは、総合判定事項に示された

「特定劣化事象等」が、屋根の仕上げ材、壁・柱・梁・基礎のｼｰﾘﾝｸﾞ材、各部位

の鉄筋の露出などに絞り込まれ（27 劣化事象の約 1/3 程度）評価が行われる。） 

 

大規模修繕工事 管理組合 住宅金融支援機構 

保証機関 
（財）ﾏﾝｼｮﾝ管理ｾﾝﾀｰ 

融資申込 

融資 

保証 保証委託

 指定住宅性能評価機関に申請  
・性能評価申請書、添付図書、管理規約、長期

修繕計画、収支予算決算書、法定点検報告

書 など 

 住宅に関する基本事項の確認  
・建築主、住宅の概要、設備等 

・「適切な維持管理に関する計画等」の有無など 

 評価の実施  
・書類図書の審査、現況検査の実施等 

・部位等・事象別の判定、総合判定 

建設住宅（既存住宅）性能評価書交付 

既存住宅性能評

価・表示 

■現況検査により認められる劣化等 の状
況に関すること 

→米国のｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ制度に相当 

■個別性能に関すること 

→新築住宅を対象とする性能表示項目
28 のうち 21（新築時に建設住宅評価を受
けていない住宅の場合は 12 項目に適用） 

 

■現況検査に寄り認められる劣化の状況 
 1 部位等事象別の判定 
 2 総合判定 

■特定現況検査により認められる劣化の状況

1.構造の安定に関すること 

2.火災の安全に関すること 

 ・ 

 ・  など 




